
 

法務省矯少訓第２１号 

矯 正 管 区 長   

少 年 院 長   

 

在院者の死亡手当金等に関する訓令を次のように定める。 

  平成２７年５月２７日 

 

                法務大臣 上 川 陽 子 

                         （公 印 省 略） 

 

   在院者の死亡手当金等に関する訓令 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、少年院法（平成２６年法律第５８号。以下「法」という。）

第４２条の規定による死亡手当金、障害手当金及び特別手当金の支給に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

（死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準） 

第３条 法第４２条第１項又は第２項の規定により死亡手当金及び障害手当金

を支給する場合の額は、この条に定めるところにより算出する金額を基準と

する。 

２ 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額（以下この条におい

て「支給基礎日額」という。）は、３，９７０円とする。 

３ 死亡手当金の額は、支給基礎日額に１，０６０を乗じて得た金額とする。 

４ 障害手当金の額は、別表に定める障害の等級に応じ、支給基礎日額に同表に

定める倍数を乗じて得た金額とする。 

５ 別表に定める程度の障害が２以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応

ずる等級による。 

６ 次に掲げる場合の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。 

⑴ 第１３級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による

等級の１級上位の等級 

⑵ 第８級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等

級の２級上位の等級 

⑶ 第５級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等

級の３級上位の等級 

７ 前項第１号の規定による障害手当金の額は、それぞれの障害に応ずる等級

による障害手当金の額を合算した額を超えてはならない。 

８ 別表に定める各等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各等



 

級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。 

９ 既に障害のある在院者が、法による支給の原因となる負傷又は疾病によっ

て同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害手当金の額

の算出については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害手当金の額か

ら、加重前の障害の等級に応ずる障害手当金の額を差し引くものとする。 

（特別手当金の額等） 

第４条 法第４２条第３項の規定により特別手当金を支給する場合の額は、在

院者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害

とみなし、前条第２項及び第４項から第９項までの規定に準じて算出した金

額とする。 

 （損害賠償との調整） 

第５条 法第４３条第１項に規定する場合において、死亡手当金、障害手当金又

は特別手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法（昭和２

２年法律第１２５号）、民法（明治２９年法律第８９号）その他の法律による

損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、死亡手当金、障害手当金

又は特別手当金を支給しないものとする。 

 （障害手当金及び特別手当金の不支給等） 

第６条 障害手当金及び特別手当金は、在院者が故意又は重大な過失によって

負傷し、又は疾病にかかった場合は、その全部又は一部を支給しないことが

できる。 

 （死亡手当金の支給の報告） 

第７条 少年院の長は、死亡手当金を支給するに当たっては、当該少年院の所在

地を管轄する矯正管区の長に対して、別記様式第１号の死亡手当金支給報告

書により報告するものとする。 

 （障害手当金及び特別手当金の支給額の認可） 

第８条 少年院の長は、障害手当金及び特別手当金の支給額を決定するに当た

っては、当該少年院の所在地を管轄する矯正管区の長に対して、別記様式第２

号の障害手当金（特別手当金）支給額認可申請書をもって認可を申請するもの

とする。 

２ 前項の申請に当たっては、障害手当金については、負傷又は疾病の症状が固

定したこと及び症状が固定した日並びにその症状が固定したときにおける障

害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を、特別手当金につい

ては、症状が固定すると見込まれる日並びにその症状が固定したときに残る

と予想される障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え

て提出するものとする。 

３ 第１項の申請に当たって、第６条の規定により障害手当金又は特別手当金

の全部又は一部を支給しないときは、故意又は重大な過失があったことを疎

明する書面を添えて提出するものとする。 

附 則 



 

１ この訓令は、法の施行の日（平成２７年６月１日）から施行する。 

２ この訓令の施行の日前に支給事由が生じた少年院法及び少年鑑別所法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第６０号）第１条

の規定による廃止前の少年院法（昭和２３年法律第１６９号）第８条の２第

１項の規定による死亡手当金及び障害手当金（出院の時になお治っていない

場合において、身体に障害が残ることが明らかなときに支給されるものを除

く。）の支給については、なお従前の例による。 

附 則〔平成２９年３月２８日法務省矯少訓第１号〕 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行日前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年法律第５８

号）第４２条第１項又は第２項の規定による死亡手当金及び障害手当金の支

給については、なお従前の例による。 

   附 則〔平成３０年３月２９日法務省矯少訓第２号〕 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行日前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年法律第５８

号）第４２条第１項又は第２項の規定による死亡手当金及び障害手当金の支

給については、なお従前の例による。 

   附 則〔令和元年５月１３日法務省矯少訓第１号〕 

 （施行期日） 

第１条 この訓令は、本日から施行し、この訓令による改正後の在院者の死亡手

当金等に関する訓令第３条第２項及び次条の規定は、平成３１年４月１日か

ら適用する。 

 （経過措置） 

第２条 平成３１年３月３１日以前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年

法律第５８号）第４２条第１項又は第２項の規定による死亡手当金又は障害

手当金の支給については、別表１の左欄に掲げる期間のうち支給事由が生じ

た日が属する期間に対応する右欄に掲げる額をその算出の基礎となる額（次

条において「支給基礎日額」という。）とみなすものとする。 

 （差額給付） 

第３条 別表２の左欄に掲げる期間において支給事由が生じたことにより、少

年院法第４２条第１項又は第２項の規定による死亡手当金又は障害手当金の

支給を受けた者（同期間において支給事由が生じたことにより、少年院法及び

少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律

第６０号）第１条の規定による廃止前の少年院法（昭和２３年法律第１６９号）

第８条の２第１項の規定に基づく手当金の支給を受けた者を含む。）に対して



 

は、同表の該当する期間に対応する中欄に掲げる額を支給基礎日額とみなし

て算出した額と支給済みの額の差額に同表の該当する期間に対応する右欄に

掲げる率を乗じた額を支給するものとする。 

２ 少年院法第４２条第３項の規定による特別手当金の支給を受けた者に対し

ては、前項の規定に準じて算出した額を支給するものとする。 

別表１（附則第２条関係） 

平成２７年６月１日から平成２９年３月３１

日まで 

３，９４０円 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１

日まで 

３，９２０円 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日まで 

３，９３０円 

別表２（附則第３条関係） 

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１

日まで 

４，１００円 １．０８ 

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１

日まで 

４，０８０円 １．０６ 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１

日まで 

４，０６０円 １．０５ 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１

日まで 

３，９７０円 １．０４ 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１

日まで 

３，９８０円 １．０３ 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１

日まで 

３，９７０円 １．０２ 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１

日まで 

３，９４０円 １．０１ 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１

日まで 

３，９２０円 １．０１ 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日まで 

３，９３０円 １．０１ 

附 則〔令和２年３月３０日法務省矯少訓第５号〕 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行日前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年法律第５８

号）第４２条第１項又は第２項の規定による死亡手当金及び障害手当金の支

給については、なお従前の例による。 

   附 則〔令和４年３月２５日法務省矯少訓第１号〕 



 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行日前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年法律第５８

号）第４２条第１項の規定による死亡手当金及び同条第２項の規定による障

害手当金の支給については、なお従前の例による。 

附 則〔令和５年３月２９日法務省矯少訓第１号〕 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に支給事由が生じた少年院法（平成２６年法律第５

８号）第４２条第１項の規定による死亡手当金及び同条第２項の規定による

障害手当金の支給については、なお従前の例による。 


